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はじめに 

 

 大町市教育委員会は、令和５年夏の酷暑を受け、学校教育活動等における熱中

症事故の防止を図るため、このガイドラインを活用し、熱中症対策を行うことと

します。 

 熱中症は、かつては主に炭坑、製鉄所などの労働現場の問題でしたが、近年、

大都市部を中心として、気温が 30℃を超える状況の長時間化と範囲の拡大、熱

帯夜の出現日数の増加といった高温化の傾向が見られ、これに伴い一般市民が高

温にさらされる延べ時間数が増加しており、日常生活環境における熱中症が問題

となっています。 

近年、学校における熱中症事故は毎年 5,000 件程度発生（独立行政法人日本

スポーツ振興センターによる災害共済給付制度による医療費を支給した件数）し

ています。気候変動の影響を考慮すると、今後も熱中症による死亡者 1,500 人

超を出した平成 22 年や平成 30 年の夏のような災害級とも言える暑さが懸念さ

れます。 

 また、国や県からは、例年、熱中症事故の防止について通知等を発出し、児童

生徒等の健康管理に向けた注意喚起を行うなど、学校における熱中症対策を推進

しています。 

 こうした状況を踏まえ、このガイドラインは、市内小中学校の児童生徒を対象

に作成しておりますので、この内容を参考に熱中症対策を行い、児童生徒の安全

を図ることとします。 
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１ 熱中症とは 

 

体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）の減

少や血液の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされた

りすることにより発症する障害の総称です。高温環境下に長期間いたとき、ある

いはいた後の体調不良はすべて熱中症の可能性があります。 

・死に至る可能性のある病態です。 

・予防法を知って、それを実践することで、防ぐことができます。 

・応急処置を知っていれば、重症化を回避し後遺症を軽減できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症の起こり方 

（環境省 熱中症環境保健マニュアル 2022） 
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どのような場所でなりやすいか（環境） 

 

 高温、多湿、風が弱い、輻射源
ふくしゃげん

（熱を発生するもの）がある等の環境では、体

から外気への熱放散が減少し、汗の蒸発も不十分となり、熱中症が発生しやすく

なります。 

 熱中症の発症には、環境（気温、湿度、輻射熱、気流等）及び体（体調、年

齢、暑熱順化の程度等）と行動（活動強度、持続時間、水分補給等）の条件が複

雑に関係しています。 

          ≪熱中症を引き起こす要因≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省 熱中症環境保健マニュアル 2022）より 

 

２ 熱中症の症状及び重病度分類  

 

 熱中症は、「暑熱環境にさらされた」状況下での体調不良です。軽症の場合

「立ちくらみ」や「筋肉のこむら返り」などを生じますが、意識ははっきりして

います。中等症では、全身の倦怠感や脱力、頭痛、吐き気、嘔吐、下痢等の症状

が見られます。このような症状が現れた場合には、直ちに医療機関へ搬送する必

要があります。重症では高体温に加え意識障害がみられます。けいれん、肝障害

や腎障害も合併し、最悪の場合には死亡する場合もあります。 

熱中症の症状には、典型的な症状が存在しません。暑さの中にいて具体が悪く

なった場合には、まず、熱中症を疑い、応急処置あるいは医療機関へ搬送するな

どの措置を講じるようにします。 
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日本救急医学会熱中症分類 

（学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引きより） 

 

３ 熱中症予防の体制整備 

 

 熱中症を予防するためには気温や湿度など環境条件に配慮した活動が必要で

す。暑さ指数（WBGT）を基準とする運動や各種行事の指針を予め整備すること

で、客観的な状況判断・対応が可能となります。 

 以下に事前の対応のポイントをまとめます。 

 

①教職員への啓発 

✓全教職員で熱中症とその予防について共通理解を図る。 

②児童生徒等への指導 

✓児童生徒等が自ら熱中症の危険を予測し、安全確保の行動をとることがで

きるように指導する。 

③各学校の実情に応じた対策 

✓近年の最高気温の変化や熱中症発生状況等を確認し、地域や各学校の実情

に応じた具体的な予防策を学校薬剤師の助言を得て検討する。 

④体調不良を受け入れる文化の醸成 

✓気兼ねなく体調不良を言い出せる、相互に体調を気遣える環境･文化を醸

成する。 

⑤情報収集と共有 

✓熱中症予防に係る情報収集の手段と全教職員への伝達方法を整備する。 
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⑥暑さ指数（WBGT）を基準とした運動・行動の指針を設定 

✓既存の指標を参考に、運動や各種行事の指針を予め設定する。 

⑦暑さ指数（WBGT）の把握と共有 

✓暑さ指数（WBGT）の測定場所、測定タイミング、記録及び関係する教職員

への伝達体制を整備する。 

⑧日々の熱中症対策のための体制整備 

✓熱中症警戒アラート発表時の対応も含め、設定した指針に基づき、日々、

運動や各種行事での対策を決定・指示する体制を整備する。 

⑨保護者等への情報提供 

✓熱中症対策に係る保護者の理解醸成のため、熱中症対策を保護者とも共有

する。 

 
 

 

 

４ 熱中症の予防策 

（１）熱中症予防の原則 

日常生活における熱中症予防は、体温の上昇と脱水を抑えることが基本で

す。そのため、まず大切なのは、暑い環境下に長時間いることを避けること

です。学校生活の中では体育・スポーツ活動において熱中症を発症すること

が多く、スポーツなどの体を動かす状況では、それほど気温の高くない環境

下でも熱中症を引き起こすことがあります。暑くないから大丈夫と思うので

はなく、活動中の児童や生徒の状態をよく観察して、異常がないかを確認す

ることが大切です。 
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体育・スポーツ活動における熱中症予防原則として、以下の５つを挙げて

います。運動・スポーツ活動時の熱中症の発生は、環境、運動内容、個人の

体調等が関係しています。次のような予防対策が必要です。 

 

 ア 環境条件の把握 

環境条件の指標としては、気温、湿度、輻射熱
ふくしゃねつ

を合わせた「暑さ指数（Ｗ

ＢＧＴ※）が望ましい」とされています。まず、ＷＢＧＴ計で計測し、環境

条件を把握しましょう。 

ＷＢＧＴ計がない場合、気温が比較的低い場合は湿球温度を、気温が比較

的高い場合は乾球温度（気温）を参考にしてください。 

※暑さ指数 ＷＢＧＴ= Wet Bulb-Globe Temperature 

 

 イ 暑熱順化（暑さに徐々に慣らしましょう） 

熱中症は、急に暑くなる 7 月下旬から 8 月上旬に集中しています。夏前で

あっても、急に暑くなった時(暑さ指数が 31 以上になる時、２ランク以上高

くなった時)に発生しています。体が熱さに慣れていないためであり、急に

暑くなった時は、運動を軽くし、暑さに慣れるまでの数日間は、休憩を多く

とりながら、軽い短時間の運動から徐々に運動強度や運動量を増やしていく

ようにしましょう。週間予報等の気象情報を活用して気温の変化を考慮した

１週間の活動計画等を作成するとよいでしょう。 

 

 ウ 状況に応じた水分・塩分補給 

暑い時期は、水分をこまめに補給します。長時間の運動で汗をたくさんか

く場合は、塩分の補給も行います。0.1～0.2％程度の食塩水（１ℓ の水に１

～２ｇの食塩）が良いとされています。飲料の場合、ナトリウム量 100mL あ

たり 40～80mg が適当とされています。スポーツドリンクや経口補水液を利

用するとよいでしょう。運動前後の体重減が２％を越えないように水分を補

給します。 

 

 エ 服装・装具の配慮 

   服装は軽装とし、透湿性や通気性のよいものとします。 

帽子等で直射日光を防ぎましょう。 

＜熱中症予防の原則＞ 

1.  環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと 

2． 暑さに徐々に慣らしていくこと 

3． 個人の条件を考慮すること 

4． 服装に気を付けること 

5． 具合が悪くなった場合には早めに運動を中止し、必要な処置をすること 
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運動時に身に付けるプロテクターや防具等の保護具は、休憩時にはずす

か、緩めるなどし、体の熱を逃がすようにしましょう。 

 

オ 個人の状態や体調の考慮 

体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。疲労、睡眠

不足、発熱、風邪、下痢など、体調の悪いときには無理に運動をしないこと

です。運動前、運動中、運動後の健康観察が重要です。 

体力のない人、肥満の人、暑さに慣れていない人は、熱中症を起こしやす

いので、運動を軽減しましょう。 

 

 カ 運動量の調整 

   環境条件・体調に応じた運動量（強度と時間）にしましょう。 

暑い時期の運動はなるべく涼しい時間帯にするようにし、休憩を頻繁に入

れるようにしましょう。休憩は 30 分に１回以上とることが望ましいとされ

ています。 

  

 キ 気分が悪くなった場合、早めの処置 

   暑い日に、児童生徒等の具合が悪くなった場合には、熱中症を疑い、早め

に運動を中止して、応急処置をしましょう。 

体育・スポーツ活動など学校生活の中で、具合が悪くなった場合には、す

ぐに活動を中止し、風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室

内等に避難させます。 

水分を摂取できる状態であれば、冷やした水分と塩分を補給するようにし

ます。飲料としては、水分と塩分を適切に補給できる経口補水液やスポーツ

ドリンクなどが最適です。ただし、水を飲むことができない、症状が重い、

休んでも回復しない場合には、病院での治療が必要ですので、医療機関に搬

送します。 

応答が鈍い、言動がおかしいなど重症の熱中症が疑われるような症状がみ

られる場合には、直ちに医療機関に連絡します。それと同時に、現場でなる

べく早く冷やし、体温を下げることが重要です。重症者を救命できるかどう

かは、いかに早く体温を下げることができるかにかかっています。 

次頁のコラム「 ※身体冷却について」を参考に全身を冷やすようにしま

す。 
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※暑熱順化について 

体が暑さに慣れることを暑熱順化といいます。 

暑い日が続くと、体がしだいに暑さに慣れて暑さに強くなります。この慣れは、発汗

量、汗に含まれる塩分濃度の低下、血液量の増加、心拍数の減少などとして現れます。 

暑い環境での運動や作業を始めてから 3～4 日経つと、汗をかくための自律神経の反応が

早くなって、人間は体温上昇を防ぐのが上手になってきます。さらに、3～4 週間経つと、

汗に無駄な塩分をださないようになり、熱けいれんや塩分欠乏によるその他の症状が生じ

るのを防ぎます。 

体の適応は気候の変化より遅れて起こります。計画的に運動時間や強度等を調節し、暑

熱順化を獲得することが重要です。実験的には、暑熱順化は運動開始数日後から起こり、2

週間程度で完成するといわれています。無理をせず、徐々に暑さに慣れるように工夫しま

しょう。 

 

※運動中の水分補給 

運動中の水分補給には、以下の理由から、冷やした水が良いとされています。 

・冷たい水は深部体温を下げる効果がある 

・胃にとどまる時間が短く、水を吸収する器官である小腸に速やかに移動する 

また、運動前（ウォーミングアップ時）に水分補給をすることにより、発汗や高体温を

避けることができます。その際、冷たい飲料を摂取することにより、運動中の深部体温の

上昇を抑え、発汗を防ぐことができます。 

人間は、軽い脱水状態のときにはのどの渇きを感じません。そこで、のどが渇く前ある

いは暑いところに出る前から水分を補給しておくことが大切です。 

 

※身体冷却について 

体温の冷却はできるだけ早く行う必要があります。重症者を救命できるかどうかは、い

かに早く体温を下げることができるかにかかっています。救急車を呼ぶことはもとより、

現場ですぐに体を冷やし始めることが必要です。身体冷却法としては「氷水浴／冷水浴

法」が最も効果的とされ、「水道水散布法」が次に推奨されています。 

＜運動中に熱中症または熱中症が疑われるような症状が見られた場合＞ 

風通しのよい日陰、クーラーが効いている室内等へ避難させ、体温の冷却を行う。 

＜冷却処置＞ 

○衣服を緩める・脱がせる。 

○頚（首のつけ根）・腋下（わきの下）・鼠径部（足のつけ根）等の太い血管のある部  

分に氷やアイスパックを当てる。 

○水道につないだホースで全身に水をかけ続ける。(水道水散布法) 

○氷水に全身を浸す。(冷水浴法) 

※簡易アイスバス(ブルーシート上に寝かせ、四角を持ち上げて体を氷水に漬ける) 

…体が水に沈みこまないよう安全上の十分な配慮が必要。 
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＜注意＞ 

○児童生徒の状態を観察し、冷却方法や時間を調整する。 

○脱衣や冷却の際は、処置の内容から児童生徒の心理面を考慮した救護活動を行う。 

 

参考) 公益財団法人日本スポーツ協会 

https://youtu.be/g2FZVArhb48 

 

（２）授業日の対応 

 ア 体育、スポーツ活動以外の対策 

①教室内の授業 

   学校環境衛生基準においては、教室等の温度は 28℃以下であることが望ま

しいとされています。温熱環境は温度、相対湿度、気流等によって影響を受

けるため、温度のみでなく、その他の環境条件や児童生徒等の健康状態も考

慮した上で総合的な対応が求められます。空調設備が設置された教室では、

空調設備を利用して教室内の温度を適切に管理します。また、空調設備が設

置されていない教室では、換気や扇風機等の使用を行った上で、適宜水分補

給を行うよう指導することが大切です。 

   

  ②各種行事での対策 

   運動会、遠足及び校外学習等の各種行事を実施する場合には、計画段階、

前日までに行うこと、及び当日に行うことに分けて対策を講じることで、計

画的に安全管理を行うことができます。特に、前日に発表される熱中症警戒

アラートを参考に、安心して行事を実施できる準備を心がけましょう。 

 

  ③登下校時 

   児童生徒等に涼しい服装や帽子の着用、適切な水分補給について指導しま

す。また、保護者に対しても熱中症対策の案内を送付するなど注意喚起を行

います。 

 

 イ 体育、スポーツ活動時の対策 

  ①グラウンド・体育館での活動 

   授業や活動前にグラウンド・体育館などの活動場所で暑さ指数（WBGT）を

測定し、対応を判断します。暑さ指数（WBGT）は、測定場所・タイミングで

異なります。また、授業が始まると測定が疎かになる場合もあります。測定

者も含め測定方法を予め設定することが重要です。また、熱中症警戒アラー
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ト発表時には測定頻度を高くし、暑さ指数（WBGT）の変化に十分留意しま

す。 

 

  ②プールでの活動※ 

プールサイドが高温になりがちなことや水中においても発汗・脱水がある

ことに留意し、他の体育活動時と同様に熱中症予防の観点をもった対応が求

められます。具体的な対策は次のとおりです。 

 

※プール学習時の熱中症対策 

熱中症予防を考えた場合、外気温より水温を重視します。外気温に加えて

水温も高くなると、体の熱が逃げにくくなり、熱中症発症の危険性が高くな

ります。水温が高い場合は、オーバーフローを行う等、水温を適正に保つよ

うにしてください。 

プール使用は、対象者の学年、能力、水温、気温、学習内容などを考慮し

て判断することが大切です。 

   

(ｱ)プール学習について 

・水温が中性水温※1（33℃～34℃）より高い場合 

水中でじっとしていても体温が上がるため、体温を下げる工夫をしまし

ょう。 

体温を下げるには、プール外の風通しのよい日陰で休憩する、シャワー

を浴びる、風に当たる等が有効です。 

・水温が中性水温以下 

水が体を冷却してくれますので、水中運動は陸上運動より体温は上がり

にくいです。ただし、WBGT31℃以上で日射が強い場合は、水から出てい

る頭部への輻射熱の影響による熱中症に十分注意してください。 

※1 中性水温 33℃～34℃：水中で安静状態のヒトの体温が上がりも下がりもしない水温 

【参考】プールの水温について 

○文部科学省「水泳指導の手引き（三訂版）」（水泳指導教本） 

水温は 23℃以上であることが望ましく、上級者や高学年であっても、22℃以

上の水温が適当。 

○公益財団法人日本プールアメニティ協会「プールＦＡＱ水質管理編」 

プールの水温は 22℃以上が目安。遊泳に適する水温は 26～31℃ 

○日本水泳連盟「水泳指導教本」 

屋外プールの安全の目安として、水温と気温を足した温度が、65℃以上にな

るときには適さない。 
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(ｲ) プールサイドでの活動（見学・監視を含む）について 

・気温や暑さ指数（WBGT）を考慮し、活動時間と活動内容を工夫してくださ

い。 

・帽子着用や日傘の使用、テント設置等により直射日光に当たらないように

し、時折水中に入る、水をかける等、体温を下げるようにしてください。 

・施設床面が高温になる場合はサンダルを履く等し、体温上昇と火傷を防い

でください。 

 

(ｳ) 水分補給について 

プールで遊んだり泳いだりしている時、自覚はありませんが、実はたく

さんの汗をかいています。活動中だけでなく、活動前、活動後も水分補給

しましょう。 

 

 

 

③部活動での対策 

   週休日等の部活動及び各種行事における熱中症対策も基本的には、授業日

と同様に暑さ指数（WBGT）に応じた対策となります。ただし、真夏には暑い

日中は避け朝夕の時間帯に練習時間を移すあるいは日中は強度の高い運動を

避けるなど、計画段階から暑さを考慮することが必要です。また、週休日は

教職員が限定されることから、熱中症警戒アラート等の情報収集、伝達及び

対応判断の手順を事前に整えておきましょう。 
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５ 行事等の扱いについて 

行事等での集団活動における熱中症対策のポイント 

□ 責任の所在を明確にし、監督者を配置しましょう 

□ すぐに利用できる休憩場所を確保しましょう 

□ こまめに休憩が取れるように休み時間を予定に入れるようにしましょう 

□ いつでも飲める冷たい飲料（５～15℃）を準備しましょう 

□ 体力や体調に合わせたペースを守るように指導しましょう 

□ 個人の体調を観察しましょう 

□ 体調不良を気軽に相談できる雰囲気を作りましょう 

□ 体調不良は正直に申告するように指導しましょう 

□ お互いの体調に注意して、声を掛け合うように指導しましょう 

 

（１）事前の情報による判断 

○活動中に WBGT=28℃以上となることが予測される場合 

⇒① 救護スペースを設置し、日射を遮り、氷や飲料等を準備する。 

② 児童生徒が給水できる環境を整える。 

③ 活動場所に WBGT 計を備える。 

④ 緊急対応用に、氷・スポーツドリンク・経口補水液を十分に準備す 

る。 

⑤ 救急体制の確認、医療機関リスト等を準備する。 

○活動中に WBGT=31℃以上となることが予測される場合 

⇒上記①～⑤に加え 

⑥ クーラーがある休憩所、救護スペースを設置する。 

⑦ 運動部の試合等の場合：前日と翌日は長時間の練習を行わない。 

○活動開始時に WBGT=31℃以上の場合は延期、中止することを検討する 

 

（２）当日の判断 

○活動中に WBGT=28℃以上となることが予測される場合 

⇒① 救護スペースを設置し、日射を遮り、氷や飲料等を準備する。 

② 児童生徒が給水できる環境を整え、給水タイムを設定する。 

③ 活動場所で WBGT 計による計測を行う。 

④ 緊急対応用に、氷・スポーツドリンク・経口補水液を十分に準備す 

る。 

⑤ 救急体制の確認、医療機関リスト等を準備する。 

○活動中に WBGT=31℃以上となることが予測される場合 

⇒上記①～⑤に加え 

⑥ 教室、休憩所、救護スペースのクーラーを稼働させておく。 

⑦ 運動部の試合等の場合：翌日の練習時間を短縮、または休養を検討す

る。 
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○活動開始時に WBGT=31℃以上の場合は原則延期、中止する。 

○活動中に WBGT=31℃以上となった場合は、活動時間の短縮や、プログラムの

変更を行う。 

○気象の変化による温度変化に注意し、柔軟に対応する。 

 

（３）熱中症警戒アラートが発表された時の判断 

⇒上記（１）・（２）①～⑦に加え 

活動場所で活動前、活動中に定期的に WBGT を測定する。 

○活動開始時に WBGT=33℃以上の場合は延期、中止する。 

○活動中に WBGT=33℃以上となった場合は、活動を中止する。 

○気象の変化による温度変化に注意し、柔軟に対応する。 

 

６ 暑さ指数（ＷＢＧＴ）と学校の対応 

集団でスポーツ活動を行う場合は、指導者が熱中症を理解し、予防の配慮

をする必要があります。学校では環境条件を把握し、運動指針を目安に、児

童生徒の発達段階や日頃の活動状況等も考慮して対策を取ってください。 

暑さ指数 

（ＷＢＧＴ数値） 

乾球温度（目安） 

日常生活における

熱中症予防指針 

(日本生気象学会) 

熱中症予防のための運動指針 

（(公財)日本スポーツ協会） 
学校生活を安全に過ごすために 

ＷＢＧＴ 33℃以上 

（運動は中止） 

   

ＷＢＧＴ 31℃以上 

乾球温度（目安）35℃以上 

危 険 

(運動は原則中止) 

※ プールについては 

P.11 を参照 

外 出 は な る べ

く避け、涼しい

室 内 へ 移 動 す

る。  

特別な場合以外は運動を中止

する。特に子どもの場合には中

止すべき。  

体育などの運動は原則中止。  

屋外や体育館での活動※2 は、中

止又は活動時間の短縮。  

ＷＢＧＴ 28～31℃ 

乾球温度（目安）31～35℃ 

厳重警戒 

（激しい運動は中止） 

外 出 時 は 炎 天

下を避け、室内

で は 室 温 の 上

昇に注意する。  

熱中症の危険性が高いので、

激しい運動や持久走など体温 

が上昇しやすい運動は避ける。  

運動する場合には、頻繁に休息

をとり水分・塩分の補給を行

う。体力の低い人、暑さになれ

ていない人は運動中止。  

激しい運動や持久走など体温が

上昇しやすい運動は中止。 

  

健康チェックや水分・塩分補給

など健康管理を徹底し、練習内

容、場所、時間、服装などに配慮

した上で活動する。肥満や体力

等個人の条件、体調を考慮し、運

動を軽減又は中止する。 

※２ まち探検、理科の観察、写生、集会など                 次項へ 

熱中症警戒アラート発表 

活動場所での暑さ指数を確実に測定する。 
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暑さ指数 

（ＷＢＧＴ数値） 

乾球温度（目安） 

日常生活における

熱中症予防指針 

(日本生気象学会) 

熱中症予防のための運動指針 

（(公財)日本スポーツ協会） 
学校生活を安全に過ごすために 

ＷＢＧＴ 25～28℃ 

乾球温度（目安）28℃～31℃ 

警 戒 

（積極的に休息） 

運 動 や 激 し い

作 業 を す る 際

は 定 期 的 に 充

分 な 休 息 を 取

り入れる。 

熱中症の危険が増すので、積極

的に休息をとり適宜、水分・塩

分を補給する。 

激しい運動では、30 分おきく

らいに休息をとる。 

積極的に休息をとる。 

激しい運動の場合は、30 分おき

に 1 回以上の休息をとるととも

に、水分・塩分を補給する。 

ＷＢＧＴ 21～25℃ 

乾球温度（目安）24℃～28℃ 

注 意 

（積極的に水分補給） 

一 般 に 危 険 性

は 少 な い が 激

し い 運 動 や 重

労 働 時 に は 発

生 す る 危 険 性

がある。 

熱中症による死亡事故が発生

する可能性がある。 

熱中症の兆候に注意するとと

もに、運動の合間に積極的に水

分塩分を補給する。 

運動の合間に積極的に水分・塩

分補給を行う。 

ＷＢＧＴ 21℃未満 

乾球温度（目安）24℃未満 

ほぼ安全 

（適宜水分補給） 

 通常は熱中症の危険は小さい

が、適宜水分・塩分の補給は必

要である。市民マラソンなどで

はこの条件でも熱中症が発生

するので注意する。 

適宜水分・塩分補給を行う。 

 

 

７ ＷＢＧＴ計による計測について 

（１）活動前には、必ず活動場所で計測し、数値を確認すること 

  ・体育の授業や部活動など、運動を伴う活動前に毎回、計測・確認する。 

・校外学習の出発時、学習活動前に計測・確認する。 

 

（２）活動中も計測し、確認すること 

・校外学習において徒歩で移動の場合は、移動中にも計測・確認する。 

・気象の変化に注意しながら、部活動など長時間活動する場合には、活動中適 

 時、計測。 

 

（３）暑さ指数（WBGT）とは 

  暑さ指数（WBGT：Wet Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度）は、熱中症

の危険度を判断する環境条件の指標です。この WBGT は、人体と外気との熱のや

りとり（熱収支）に着目し、熱収支に与える影響の大きい気温、湿度、日射・輻

射など周辺の熱環境、風（気流）の要素を取り入れた指標で、単位は、気温と同

じ℃を用います。 
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（４）ＷＢＧＴ計暑さ指数（WBGT）とは 

暑さ指数（WBGT）は、実際に活動する場所で測定することが望ましいのですが、

測定できない場合は少なくとも気温と湿度を測定して、暑さに対し十分な注意

を払ってください。 

また、熱中症予防情報サイト等により、活動場所に最も近い場所で公表※さ

れている暑さ指数（WBGT）の値を参考として用いることができます。 

(※環境省：熱中症予防情報サイト http://www.wbgt.env.go.jp/ ) 

ただし、熱中症予防情報サイトの値は、実際の活動場所での値ではありませ

ん。実際の活動の場は千差万別で、暑さ指数（WBGT）は熱中症予防情報サイト

の推定値とは異なることに注意が必要です。それぞれの活動の場で暑さ指数

（WBGT）を測定することが望ましいですが、測定できない場合は少なくとも気

温と湿度を測定して、暑さに対し十分な注意を払ってください。あくまでも参

考値としての活用しかできないことに留意が必要です。 

   

 

次項に暑さ指数（WBGT）計の測定方法等を示しますので参考としてください。 
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８ 熱中症予防情報・熱中症警戒アラートの活用について 

活動計画立案の際、環境省「熱中症予防情報サイト」※3、気象庁「防災情

報伝達・提供システム」等の情報、熱中症警戒アラート※４を活用し、時期、

内容等を検討しましょう。 

 

（１）熱中症警戒アラートについて 

 熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い温熱環境が予測される

際、国民に予防行動を促すために環境省・気象庁から提供される情報です。 

熱中症警戒アラートが発表されていない場合であっても、活動場所で暑さ指

数（WBGT）を測定し、状況に応じて、水分補給や休息の頻度を高めたり、活動時

間を短縮したりすることが望まれます。 

熱中症警戒アラートが発表されておらず、かつ、活動現場で測定した「暑さ指

数（WBGT）」が 28～31（厳重警戒）や、さらに低い値であっても、運動強度、

個人の体調等により、熱中 症で救急搬送された事例があります。熱中症警戒ア

ラートや暑さ指数（WBGT）は判断基準の一つであり、他に、児童生徒の言動、行

動を観察して違和感が見られる場合は、直ちに、体への負荷低減、休息をとる等

の対策を講じてください。 

 

（２）熱中症警戒アラートの活用にあたって 

  熱中症警戒アラート情報の入手、関係者への伝達等を明確に定めておくこと

が大切です。 

・誰が確認するか 

・いつ確認するか 

・誰に伝えるか 

・情報をもとに、学校運営をどのようにするかを決定する者（校長及び関係職員）、 

その代理者 

熱中症警戒アラートは発表になった場合、翌日に予定されている行事の開催

可否、内容の変更等に関する判断、飲料水ボトルの準備、冷却等の備え等具体的

な対応や、校長不在時の対応者等を予め検討しておくことが重要です。 

当日の状況が予測と異なる場合もあり、体育の授業、運動会等の行事を予定

どおりに開催するか中止にするか、内容を変更して実施するかを判断しなけれ

ばなりません。 

 

※３ 環境省「熱中症予防情報サイト」 http://www.wbgt.env.go.jp/ 

○全国約 840 地点の暑さ指数(WBGT)の実況値・予測値等、熱中症予防情報の提供 

・実況値：現在の暑さ指数(WBGT) 

・予測値：今日・明日・明後日（深夜 0 時まで）の３時間毎の暑さ指数(WBGT) 

※４ 気象庁「熱中症警戒アラート」 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2304/18a/R5_netsu_alert.htm
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９ 熱中症の応急処置 （フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       教育委員会・保護者に連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注意点] 

○安易に大丈夫と判断しない 

○既往症等を確認する 

○管理職、養護教諭等に速やかに報告 

○保護者への連絡 

○チームで対応 
＜チェック１＞熱中症を疑う症状がある 

□めまい、失神、筋肉痛、四肢や腹筋のけいれん 

□大量の発汗、頭痛、吐気、嘔吐、倦怠感・脱力感、頻脈、顔面蒼白 

□手足の運動障害（足のもつれ・ふらつき、転倒、突然の座り込み、立ち上がれない） 

□高体温 

【涼しい場所へ避難】→保護者に連絡 

（必要に応じて教育委員会へ連絡） 

〇冷房の効いた室内、風通しのよい日陰に運ぶ 

〇衣服を緩めて、寝かせる 

〇一人にしない 

＜チェック２＞ 

意識はあるか？ 呼びかけに応えるか？ 

「ここはどこ？」「名前は？」 

「今、何している？」など 

□応答が鈍い 

□言動がおかしい 

□意識がない 

救急車要請 

（教職員同行） 

 

応答あり 

救急車が来るまで 

【涼しい場所へ避難】【脱衣と冷却】 

〇冷房の効いた室内、風通しのよい日陰に運ぶ 

〇衣服を緩めて、寝かせる 

〇一人にしない 

〇救急到着までの間、積極的に体を冷やす 

〇できるだけ迅速に、体温を下げる 

〇ホースで流水をかけたり、濡れたタオルを当て

て、扇風機などで強力に扇ぐ 

〇氷、アイスパック、保冷剤などで、首のつけ根、

わきの下、脚のつけ根など太い血管を冷やす 
＜チェック３＞自分で水分摂取できるか？ 

摂取できる 

摂取できない 
状況に応じ

救急車要請 

 

【水分・塩分の補給】 

〇スポーツドリンク・経口補水液を飲ませる 

〇衣服を緩めて、寝かせる 

〇0.1～0.2％の食塩水を飲ませる。 

（塩分濃度が高い味噌汁やスープにすると飲みやすい 

医療機関受診 

＜チェック４＞症状が良くなったか？ 症状が改善しない 

改善している 
【経過観察】 

〇安静にして、十分に休憩させる 

〇こまめに体温を測定する 

〇当日は活動等に復帰させない 
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（１）事前の学校体制の確立 

   緊急事態に迅速かつ的確に応急処置を講じるため、P.13「暑さ指数(WBGT)と

学校の対応」における教職員の判断や行動の目安や P.18「熱中症の応急処置(フ

ロー図)」を基に各学校において直ちに対応できるよう、事前に役割分担や対

応・連絡体制等を上の図を参考に定めてください。 
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〇熱中症対応フローを基にすぐに対応ができるよう定める。 

〇熱中症発生時の教職員の役割分担を定め、全員が理解しておくとともに、職

員室、保健室及び事務室等の見やすい場所に掲示する。 

〇緊急時に連絡する消防署、医療機関、校内（管理職・養護教諭・学年主任等）

及び関係諸機関等（学校医など）の所在地及び電話番号などを掲示する。 

〇応急手当や救命処置（心肺蘇生と AED の使用）等に関する講習を行うなど、

実際の対応ができるようにしておく。 

〇救急搬送の必要な傷病者が出た場合に備え、各種行事前に消防組織、近隣医

療機関と連携しておくことが望ましい。 

 

 

（２）事故後の対応 

 熱中症発生後の対応として、行動指針を予め設定しておきましょう。 

○保護者に引取りをお願いするか、病院へ搬送するかの判断、引取りまでの待機

の方法等の原則を決めておく。 

○心のケアのために、心の健康状態の把握方法、支援体制等を確認しておく。 

○調査、検証、報告、再発防止等について、「学校事故対応に関する指針」（文

部科学省 平成 28 年３月）を参考に設定する。 

 

※ 重症時や緊急搬送を行った場合は、発生状況、症状、対応、発生時の活動場所

の暑さ指数（WBGT）等を市教育委員会学校教育課へ電話にてご連絡ください。

（その後、事故報告書を提出してください。） 

 

 

※熱中症からのスポーツへの復帰 

 

熱射症を起こした人は、医師の許可（再開目途の指示）があるまでは運動を

控えてください。運動を再開する場合には、涼しい環境で軽い運動から徐々に

始めます。暑熱下の運動は、体力が十分に回復した後に、暑さに十分慣らして

から行うようにしましょう。少なくとも退院後７日は運動を控えてください。 

その後、涼しい環境での運動から始め、２週間くらいかけて暑さに身体を慣

らし、さらに２～４週間のトレーニングを経て、競技への完全復帰を行いまし

ょう。 

軽症の熱中症（熱疲労）の場合も、当日の復帰は見合わせ、慎重に進めるべ

きです。軽症の場合でも、１～２日様子をみてから再開しますが、その場合に

も運動の強度と量は徐々に上げるようにしましょう。 
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10 熱中症による事故事例 

【学校で起きた熱中症による死亡事故事例①】 

 

教訓①：熱中症を引き起こす 3 要因（環境・からだ・行動）が関わりあうと熱中症は起こる！ 

事故要因：気温 32℃、湿度 61%（環境）肥満傾向（からだ）、練習試合にフル出場（アメリカン

フットボール）（行動） 

【事例① アメリカンフットボール部での部活動中に起きた事故】 

８月、高校３年生の男子がアメリカンフットボール部の部活動で 9：30、練習試合にフル出場し、

11：20、第４クオーター終了直前にベンチで倒れ、意識なし。2 日後に死亡した。気温 32℃、湿

度 61％であり、被害者本人は身長 170 ㎝、体重 113 ㎏、肥満度 77％であった。 

 

 

教訓②：それほど暑くなくても、2 要因（からだ、行動）のみで熱中症は起こる！ 

事故要因：肥満傾向、暑熱順化（からだ）、ランニング（行動） 

【事例② 野球部での部活動中に起きた事故】 

６月、高校２年生の男子が野球部での部活動でグランド石拾い、ランニング（200m×10 周）、体

操・ストレッチ、100m ダッシュ 25 本×２を行っていたところ、運動開始から約２時間後に熱中

症になり死亡した。 

当日は気温 24.4℃、湿度 52%であり、被害者本人は肥満傾向であった。 

 

 

教訓③：それほど気温が高くなくても湿度が高い日は注意！ 

事故要因：湿度が高い（環境）、登山（行動） 

【事例③ 宿泊学習で起きた事故】 

７月、中学２年生の男子が宿泊学習で登山中に熱中症になり、死亡した。 

当日は気温 27.2℃、湿度 70％であった。（事故現場近隣の気象庁データによる） 

 

 

教訓④：屋内であっても熱中症は起こる！ 

事故要因：気温 30℃以上（環境）、暑熱順化（からだ）、剣道部の練習（行動） 

【事例④ 剣道部での部活動中に起きた事故】 

8 月上旬、高等学校３年男子が期末試験明けの剣道部活動時、当日は晴天で日中 30℃を超す気温

であった。10 時半から 18 時頃まで練習していた。その後、けいこや大会について、顧問教師か

ら話があった後、19 時から練習を再開した。突然具合が悪そうに道場の隅にうずくまった。横

になって休むように指示をした。練習終了後、意識等に異常が見られたため、学校の公用車で病

院に搬送したが当日に死亡した。 
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【学校で起きた熱中症による死亡事故事例②】 

 

教訓⑤：普段運動をしない児童生徒等も参加する体育授業では、暑さ指数（WBGT）が高い日は活

動内容の変更を検討する！ 

事故要因：気温 32.5℃、湿度 47％、暑さ指数（WBGT）27（環境）、ジョギング・サッカーの５分

ゲーム２試合（行動） 

【事例⑤ 体育の授業中に起きた事故】 

７月、高校３年生の男子が体育の授業でジョギング、準備運動、補強運動後にサッカーの５分ゲ

ーム２試合をしていたところ、活動開始から約 30 分後に熱中症になり、死亡した。 

当日は気温 32.5℃、湿度 47％、暑さ指数（WBGT）27 であった。 

 

 

教訓⑥：激しい運動ではなくても、暑さ指数が高い日、特に小学校低学年では注意！ 

事故要因：暑さ指数（WBGT）32 で「危険」（環境）、小学校低学年（からだ） 

【事例⑥ 校外学習で起きた事故】 

７月、小学校１年生の男子が学校から約１km 離れた公園での校外学習後に教室で様子が急変し、

意識不明になり、救急搬送される事故が発生した。当該生徒は搬送先の病院において死亡した。 

＊午前 10 時の状況：気温 32.9℃、 暑さ指数（WBGT）32 で「危険」 

 

 

他にも、独立行政法人日本スポーツ振興センターが公表している「学校安全 Web 

学校事故事例検索データベース」、「熱中症を予防しよう」、「体育活動におけ

る熱中症予防 調査研究報告書」、文部科学省が公表している「「学校事故対応に

関する指針に基づく」詳細調査報告書の横断整理」において学校での熱中症によ

る事故事例が紹介されていますので、参考にしてください。 

 

また、部活動の帰宅途中に歩道で熱中症とみられる症状で倒れ、意識不明の状

態で病院に搬送されたが死亡するという大変痛ましい熱中症事故が発生しました。

部活動終了後の帰宅時においても十分気を付けるよう指導してください。 

 

発生日時 令和５年７月２８日 午前11 時頃  

被害状況 生徒1 名死亡  

事件・事

故の概要 

部活動の帰宅中に歩道で熱中症とみられる症状で倒れ、意識不明の状態で病院に搬送さ

れ死亡したもの  

再発防止

のための  

留意事項  

令和５年４月２８日付け文部科学省通知「学校教育活動等における熱中症事故の防止に

ついて（依頼）」おいて、熱中症事故を防止するための環境整備として、気温が高くなる

前からの対策、適切な水分補給や空調の利用などを行うことや、各種活動実施に関する判

断基準の例として、各学校で定めることが義務となっている「危機管理マニュアル」等に

おいて予め各種活動の判断基準や判断者を定めておくこと、活動実施の判断には熱中症

警戒アラートや暑さ指数を用いることが考えられること、更には児童生徒等への熱中症

防止に関する指導として、児童生徒等自らが体調管理等を行うことができるよう、帽子の
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着用や水分補給、体調不良時の対応に関する適切な指導を行うこと等について依頼をし

ています。  

また、令和5 年5 月12 日付けスポーツ庁通知「熱中症事故の防止について（依頼）」に

おいて、熱中症は、スポーツ等の活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて

水分や塩分の補給ができる環境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適

切な措置を講ずることや、熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩

分の補給、体温の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うこと等について通知しています

ので、改めてご確認いただき、適切な対応の徹底をお願いします。  
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